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臨床 と して の風 景 構 成 法

皆 藤 章

はじめに

筆者は最近、心理臨床の 「体験知」を、おもに風景構成法の事例 と展開から論 じた一書を

編集出版 した1)。それは、先に著 した風景構成法に関する書物2)の臨床的展開を示す もので

もあった。ところが、印刷段階に入ったころに筆者のなかでささいな気づきが生 じ、それが

徐々に膨 らんでいった。その気づきとは、自身の臨床にたいする姿勢がここ数年の間に大き

く変容したにも関わらず、その変容についての論述が不足 しているのではないか、 というこ

とである。「心理療法 とは何か」 という大きなテーマとしてはすでに他書に論 じたが3)、風景

構成法へのコミットメン トという脈絡では充分に論じられてはいない。それだけでも一書を

必要 とす るが、今回は最新刊を補完する目的で 「風景構成法の方法」という観点から稿を起

こすこととした。

アセスメントとは何か

1999年8月29日 、「投映法フォーラム」という研究会において、風景構成法の講演を行

う機会が筆者に与えられた。研究会を構成する中心スタッフは、佐藤忠司、山本和郎、馬場

禮子、岡部祥平、橘玲子(順 不同)と いった、わが国の心理臨床の、とりわけアセスメン ト

領域の歴史を築いてきた重鎮たちである4)。心理臨床の専門領域で活動する人たち100名 あ

まりに加わって、スタッフ全員、フロアで筆者の講演を聴 くということであった。しかも、

実際に風景構成法を描いてみたいと言われたのである。筆者にとっては、心理臨床家 として

の自身のこれまでがス トレー トに問われる、そしてまた 「風景構成法」 という技法の心理臨

床における力量が問われるきわめて重要な機会となった。

筆者には、心理臨床の世界に足を踏み入れて以来 くすぶり続けている疑問があった。それ

は、風景構成法の研究を手がけてか ら一段 と活性化 し、筆者の内でしこりのように、 ことあ
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るごとに痺くようになっていった。その疑問をさまざまな言い回 しで語ることは可能である

が、 こうした機会に 「投映法 フォーラム」に連動する表現で筆者な りの見解を述べてみよう

と、おそるおそる口にしたのが次のような語 りである。「私は、 アセスメントとは人間の心

理を査定する作業だとは思 っていません。そうであってはいけないと思っています。アセス

メントとは、人間を 『知る』 という全人的な活動であると私は考えています」。当然のこと、

反論はあるだろう。あるいはまた、ごく当たり前の語 りに思われるかも知れない。そのよう

なことはすでに議論されてきたという意見もあるかも知れない5)。しか しながら、心理臨床

の現状を見渡 したとき、少なくともそれぞれの職能における臨床実践の現状を見つめたとき、

この語 りがすでに過去のものだと言い切れる心理臨床家はいるであろうか。当時の筆者の臨

床感覚は、心理臨床はこのテーマを未だ自家薬寵中のものにはしていないと伝えていたし、

少なくとも一心理臨床家である筆者にとってもそうであった。いまなおそうである。

上記スタッフを前にしておそるおそる口にしたことばであったが、 この語 りは確実に届い

たという実感が筆者にもたらされた。それは、きわめて新鮮かつ爽やかな体験であった。い

ずれ劣 らぬ斯界の第一人者でありながらいまなお人間を学ぼうとするその姿勢こそがアセス

メントであると思い知 らされたからであった。筆者にとって も風景構成法にとっても、ひと

つのイニシエーション体験であった。研究会はおおむね成功裡に終わったとの手応えをもつ

ことができた。

ほんとうにわずかだが、 このような意味深い体験を味わう機会がこれまでときにあった。

そのたびごとに、筆者なりに風景構成法に向き合う姿勢が深まっていった。冒頭に述べたよ

うに、そうした風景構成法へのコミットメントを心理臨床の体験知 としてまとめることも行っ

てきた。けれども、筆者の内なるしこりはいまだに癒いている。 この痺きを実感しながら、

アセスメン トという裾野の広い領域から始めて、風景構成法 についての筆者 の取 り組みを

「方法」という視角から考えていくことにする。

アセスメントの現代的T一 マ

心理臨床における、人間を 「知る」という全人的活動をアセスメントと捉えるとき、すべ

てのアセスメント技法は心理療法と離れては機能し得ない。筆者が 「知る」 という用語をど

のような臨床的意味で用いているのかは後述するが、「全人的活動」 という表現が意味する

のは、クライエ ントの内的心理状況を 「知る」際には、不可避的にクライエントと心理臨床

家の存在ごとの関わ り合いを射程に入れなければならなくなるということである。たとえば、



皆藤:臨 床としての風景構成法 ・z・

風景構成法であれば風景構成法作品を理解 しようとするのではなく、その作品を描いた人間

をr知 ろうとす る」姿勢がアセスメントの基盤になければならない。筆者はそう考える。こ

の、人間を 「知 る」 という領域は、「知ろうとする」人問の存在その ものがコミットする世

界である。筆者は、 このような世界を生きる 「私」を 「主観」と、このような世界を生 きる

「私の様態」を 「主観性」 とそれぞれ呼んでいる。そ して、 この領域 にはクライエ ントと心

理臨床家の関係性が生きている。すなわち、心理療法の機能がこの領域 にあるのである。

このような議論は、たとえばアセスメン トにおける客観的理解と主観的理解ないしは診断

的理解と共感的理解 という、それ 自体が二項対立の構図で捉えられて、後者の心理臨床的意

義や両者が相補填する重要性を強調する脈絡で理解 されがちであるが、筆者はそのような論

を展開しようとしているのではない。

ところで、心理学では伝統的に、人間の 「行為→結果」のベクトルを 「結果→行為」のベ

ク トルで辿 っていこうとする際に近代科学の方法論が用いられ実証的な研究が行われてきた。

臨床心理学もその例外ではなかった。このパラダイムは強大である。けれども筆者は、近年

の心理療法の実践が人間の細分化された行動ではな く人間存在そのもの、換言すれば人間が

「いかに生きるのか」 にコミットする必要性を痛感 している状況にあって、 もはやこのパ ラ

ダイムのみを用いて 「結果→行為」のベク トルを辿ってい くことには限界があるのではない

かと考えるようになっている。すなわち、従来の方法論では 「行為」の理解には到達できる

かも知れないが、「行為」を貫 く人間存在そのものに触れることはできないのではないだろ

うかと、心理療法の実践体験をとおして考えているのである。

この点は、心理療法をどのように考えるのかによっても意見が分かれるところであろう。

筆者は何も近代科学 というパラダイムを否定 しているわけではない。ただ、筆者の考え実践

する心理療法にとっては、それ以上の何かが必要であると実感 されるのである。筆者の心理

療法にたいする考えはすでに他書で詳細に論 じたので6)、ここでは簡潔に述べるが、それは

「治す」「治る」ことを直接的に目的とす るのではなく、何よりもクライエン トが 「生きる」

ことを最重要の創造プロセスと考えクライエ ントにコミットしていこうとするものである。

それゆえ、筆者の実践する心理療法の トポスには、クライエ ントと心理臨床家双方の 「主観」

「主観性」が交錯 し合 っている。

心理療法におけるこのような筆者の考え方からすると、アセスメン トは近代科学のパラダ

イムになじみにくい領域だと言 うことができるであろう。たとえばロールシャッハ法であれ

ば、おもに結果をいかに理解するかという点にその方法論が導入されている。それはそれで
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そうとうな成果を挙げてきたと言うことができる。 しか し、いささか乱暴な言い方をすると、

その一方で、そうした方法論を用いた副産物 として、クロッパー法、エクスナー法、片口法

など、いくつかの解釈法が産まれたとも言えるのではないか。 ひとつの結果にたいして複数

の解釈法があり、それぞれが人間理解に際してそれなりの説得力をもっているということは

従来の科学の枠組みには当てはまらないことであろう。そこにはたとえばクロッパーの 「主

観」が生きている。同様に、そうした解釈法を用いる人間の 「主観」が生きているのである。

この意味でのロールシャッハ法の臨床的意義深さを痛感するのは筆者だけではないだろう。

こうした議論はロールシャッハ研究の領域ではすでに耳慣れたものかとも思われるが、筆

者が危惧するのは、先述 した 「結果→行為」のベクトルを近代科学の方法論で辿 っているこ

とが普遍的に正 しい方法であると自明的に考える姿勢なのである。たとえば、「私はクロッ

パー法でやっているか ら片口法は分からない」と言 う場合、語 り手ははたしてmル シャッ

ハ法をアセスメントとして修得 しているのだろうかとの疑問が筆者に湧 くことがある。もち

ろん率直な見解を語 っているだけであるとも言えるだろう。それはそれとして、筆者が強調

したいのはその語 りの背景 にある影の領域なのである。すなわち、こうした語 りの背景に、

アセスメン トとしてのロールシャッハ法ではなくクロッパー法 というロールシャッハ特有の

技術をマニュアルとして学習し、それによってロールシャッハ法を修得 したと思い込んでい

る姿が筆者には垣間見えるのである。そこには、語 り手の 「主観」が生きていない。それで

は 「行為」を貫 く人間存在その ものを 「知る」ことはできない。それは、アセスメン トとし

てのロールシャッハ法が分からないということと同じである。すなわちそこには、ロールシャッ

ハ法をとお してクライエン トというひとりの人間を 「知ろう」とする姿勢がない。それがな

ければ、クライエントと心理臨床家の関係性は生きてこないであろう。

アセスメントを人間の心理を査定する作業ではな く、人間を 「知る」という全人的な活動

と捉えることによって、そこに心理療法の可能性、交流可能性が開かれて くる。区別化 ・分

節化 ・差異化 に終始す るこころの動きにくさびを打つことができる。ところが、現状では、

アセスメントは未だに人間の心理を査定する作業としての位置づけが強 く、そのためマニュ

アル化の傾向をいっそう強 くしている。そして、この傾向を支えているのが近代科学である。

こうした傾向が孕む危険性は、言 うまでもな く人間の区別化 ・分節化 ・差異化であって、そ

のことはアセスメントのみならず心理臨床の領域全体に深刻な問題をもた らしているのでは

ないだろうか。筆者はそう考えている。近年、心理臨床の領域 において倫理の問題が注 目さ

れているが、その背景にはこのような動向があるようにも推測される。
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このように述べると、 まさしく近代科学を批判しているように聞こえるかも知れない。そ

うではなくて、筆者は起 こっている事態を真摯に見つめようとしているにすぎない。そして、

自覚的であ りたいと考えている。まさに、心理臨床が自覚 しなければならないのは、「結果

→行為」のベク トルを辿 っていくためのパラダイムを近代科学以外に見出 し得なか ったこと

ではないだろうか7>。本稿の筆者の足場はここにある。 したがって、先述 したような客観と

主観といった二項対立の構図による議論 とは質を異に している。すなわち、筆者が主張する

のは、「結果→行為」のベクトルを辿るときに、このパラダイムに代わる新たな 「方法」が

必要なのだ、ということである。その 「方法」の探求 こそがアセスメントの現代的テーマで

あると筆者は考えている。この意味では、風景構成法などの描画法は、他のアセスメント技

法に比べて、描かれた作品の理解に近代科学的な方法論を用いにくいという点で、「方法」

の探求がもっとも必要とされている技法であると言 うことができる。

風景構成法の 「方法」

さて、以上の議論をふまえて、風景構成法の 「方法」について考えてみたい。

風景構成法は、分裂病者との言語交流の可能性を模索 していた中井久夫の臨床的直観と、

分裂病者の箱庭表現についての河合隼雄のきわめて臨床的な語 りが出会 うことをとお して、

1969年 に生 まれた8)。以来、この技法に関して、他技法との比較、健常群と病理群の作品比

較、作品の疾病特異性、年齢発達の表現特徴など、多様な角度からの研究が積み重ねられ、

風景構成法の特性が議論されてきた。こうした研究のほとんどは近代科学の方法論に基づい

た実証的なものであった。そして、筆者 も同様の手法で風景構成法に関する研究を体系的に

まとめてきた9)。それ らはたしかに一定の成果を上げてきた。心理療法の実践へと適用でき

る研究 もみられた。

けれども、これらの研究は風景構成法 というひとつの技法を実体的に現出させて しまうこ

とにつながっていったのではないか。筆者は、密やかな反省を込めてそう考えている。つま

り、風景構成法を客観的に理解する方法を紡ぎ出してきたと思われるのである。そのための

装置が近代科学のパラダイムである。このような視角から風景構成法はアセスメントの領域

に参入することとなり、その一技法として定着することとなった。現在では多様な心理臨床

の領域で使用頻度のきわめて高い技法になっている。 こうした現状は、風景構成法にとって

は非常に意味深いことと筆者は考えているが、その一方で、風景構成法を使用する心理臨床

家がこの技法を客観的に理解 しようとす る傾向を強めることへの危機感 も抱いている。
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当時としては、実証的研究以外に妥当とされたアプローチは、わずかに事例研究のみであっ

た。もちろん、筆者 も事例研究 として風景構成法をまとめてきた。風景構成法はたんなる心

理査定の道具ではないということ、換言すれば風景構成法のもつ心理療法的意義を体験的に

知っていたからであるエ゚ )。ところがその後、大学院生や風景構成法をこれから学ぼうとする

心理臨床家から、風景構成法を客観的に理解しようとする圧倒的な要請のあることが分かっ

てきた。 このことはそのまま、心理臨床家の操作性の強大さをも語 っていた。近代科学が産

んだ影の領域である。 こうしたことにたいし、筆者は、風景構成法に近代科学的な方法論は

なじまないという印象をさらにいっそう強 く抱 くようになった。風景構成法の多義的特性が

科学的実証性を超えているという印象である。この辺 りは議論の別れるところでもあるだろ

う。 さらなる研究によって風景構成法を近代科学的な方法論をもって扱 うことの可能性を否

定することはできない。かといって、そもそも風景構成法が近代科学という装置によって語

られなければならない必然性はどこにあるのか、という疑問も筆者は払拭す ることができな

い。

「方法」の模索

風景構成法に近代科学的な方法論はなじまないという筆者の印象は、心理臨床の トポスに

生きる風景構成法という、 この技法に向き合う筆者の視角からもたらされているように思わ

れる。それはまた、アセスメン トにたいする姿勢とも共通するであろう。すなわち筆者は、

風景構成法をとお して人間を 「知る」という全人的活動をこれまで行 ってきたと考えている。

この、心理臨床の トポスに生きる風景構成法という視角から開かれる領域を 「臨床 としての

風景構成法」 と呼ぶことにする。

ここで、筆者がなにゆえ、 ことさらに 「臨床としての」 と形容 しているのかを強調 してお

きたい。近年の学問の潮流のなかで、「臨床」 ということばは流行語のように用いられてい

る。研究室に留まらず、現場(フ ィール ド)に 出て人間と関わることが 「臨床」であるかの

ように誤解 している人 も多い。筆者には、 このことばがなにゆえにか くも盛んに用いられる

のか、不思議でならない。 というのは、「臨床」は近代科学のパラダイムとは相容れないか

らである。 ところが、このことばを冠する多くの学問領域では従来の科学のパラダイムによ

る実証的 ・客観的研究が行われていたりする。本来的に 「臨床」であることとは、筆者の言

う 「主観」が関与せざるを得ないということを意味するのである。「主観」が関与すること

によって、「主観性」が生きることによって、そこからもたらされて くる世界を紡 ぐ営みが
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「臨床」なのである。そのための 「方法」を筆者は模索 しているわけである。「臨床 としての

風景構成法」という視角を生きるとき、そこには人間を 「知ろうとする」姿勢が不可避 とな

る。先述 したように、「主観」が入 り込まざるを得ないからである。 けれども、「主観」「主

観性」の排除にこそ近代科学があることを思うと、筆者のこれまでの研究は 「臨床 としての

風景構成法」という領域を新たな 「方法」でもって論 じようとする試みであったと考えるこ

とができるのである。

たとえば、風景構成法研究における筆者の基本視座 としてある 「関係性」という概念は、

風景構成法作晶はクライエ ントと心理臨床家の共同作業の結果としてもたらされるものであ

るという、素朴な臨床の事態を捉えたことばである。作品が描かれてい くプロセスにはクラ

イエントと心理臨床家の言語的 ・非言語的交流があり、その結果として作品がもたらされる。

すなわち、作品は関係性のなかで産み出されるのである。臨床 として語れば、けっして心理

臨床家がクライエン トに描かせたものでも、クライエン トがひとりで描いたものでもない。

そして、この概念の導入によって、作品に向き合うときに心理臨床家 という 「主観」が機能

する世界が開かれたのである。

それでは、結果 としてもたらされた作品にたいして、心理臨床家はいかに関わるのであろ

うか。先に強調 したが、 ここには近代科学 というパラダイムに代わる新たな 「方法」が必要

とされていると筆者は考えている。心理臨床家は、いかにして 「行為」を貫 く人間存在その

ものに触れることができるのであろうか。筆者はまず、「描かれた作品から何が分かるのか」

と考える姿勢を放棄す ることから始めた。すなわち、「作品をいかに解釈(=理 解)す るの

か」と考えることを止めたのである。そうではなくて、「描かれた作品は何を語 っているの

か」 と問 うてみる。「作品はどのようなメッセージを送 っているのか」 と作品に向き合って

みる。作品が何かを語 りかけてくるまで待ってみる。作品を理解 しようとすると、どうして

も何 らかの基準が必要となる。そうした基準は科学的に体系化されていたり実証的に検討 さ

れていたりする。けれども、その基準が当該の作品に妥当するかどうかは誰にも証明できな

い。 したがって筆者は、そうした基準を可能なかぎり放棄 して完全に受動に近い状態にな っ

てみようとしたのである。それは、作品の能動性を感受する姿勢 とも言えるであろうし、受

動的能動性の姿勢 と言うこともできるであろう。そのような体験をとおしてもたらされたの

が 「誘目性」 という概念である11)。

誘目性 とは、風景構成法作品にはかならず 目を誘われるアイテムや領域があるという風景

構成法の もつ特性のことを言う。この特性の臨床的価値は、実証的研究やその後の事例研究
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などで明らかにされている。そして、この特性への気づきによってメッセージの受け手であ

る心理臨床家の臨床的姿勢の重要性が明らかになった。その臨床的姿勢の背景には心理臨床

家の 「主観」が生きている。筆者は、現在では、このような誘 目性への気づきに到るプロセ

ス全体 もひとつの 「方法」であると考えている。ここで大切なことは、メッセージを受け取

るだけの受動的な姿勢になって しまっては 「主観」が生きてこないということである。そこ

には心理療法家のコミットが不可欠になって くる。

さて、あるとき、風景構成法が描かれていくプロセスをクライエントと共にしていたとこ

ろ、思わず 「この風景の中にいるとしたらどこにいますか?」 とクライエン トに尋ねていた

ことがあった。深いコミットであったと筆者には思える。意図 して尋ねたわけではなく気づ

いた ときにはことばになっていたのである。クライエン トの返答は筆者を完全に納得させる

内容であった。その後、多 くの臨床体験を経るなかで、 こうしたや りとりの臨床的価値が強

く実感されるようになっていった。 この問いかけによってもたらされる世界を 「風景の中の

自己像」と呼ぶ12)。そこに心理臨床家の 「主観」が生きていることは言うまでもない。

誘 目性や風景の中の自己像は、風景構成法の 「方法」 として心理臨床家に受け入れられて

いった。それは、多 くのセ ミナーや事例研究に関わるなかでの筆者の手応えである。ただ、

これ らの概念が心理臨床家の 「主観」を離れてマニュアル的に用いられる危険性をも孕んで

いることは指摘 しておかねばならない13>。そして、この体験を契機 として筆者は、風景構成

法の新たな 「方法」を試みるようになっていった。

イメージ対話

誘 目性や風景の中の自己像 という 「方法」は、風景構成法に筆者の 「主観」がコミットす

ることをとおしてもたらされた。その 「方法」では、「結果→行為」のベクトルを辿 る際に

イメージが重要な機能 となる。そうした風景構成法へのコミットを続 けているなかで、筆者

は次第に風景 と対話している自分 自身に気づ くようになった。それは、イメージでもってそ

の風景に入 ってみる、 とでも言える体験であった。いわば風景 とのイメージ対話である。そ

して、 このようなことを積み重ねるうちに風景構成法へのコ ミットが徐々に安定 してくるよ

うになった。イメージ対話 とは、おおむね次のような手続きである。

(1)作 品の風景のなかで、 自分が一番なじんで居 ることのできる場所 に入ってみる。

② そこから風景を眺めてみると、どのような世界が現出してくるだろう。それを語 って
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みる。

(3>そ のとき風景の側か らは何かを語ってはこないか。その語 りにこころを澄 ませてみる。

こうした手続きによってクライエントがどのような世界に生きているのかに触れる体験が筆

者にもたらされた。また、クライエントと筆者がどのような関係性を生 きているのかが実感

されるようになった。いわば風景構成法作品を素材にしたアクティヴイマジネーションであ

る。 このような体験を経て、筆者はそうとうに風景と対話 してきた。それは、現在の自分 自

身の心理療法を支えて くれていると言っても過言ではないだろう。風景構成法作品との対話

とはまさしくそうした体験であると筆者は考えている。この、風景との 「イメージ対話」 も

風景構成法の 「方法」である。未だ手探りの段階ではあるが、大学院の演習などに導入す る

ことによって、それが名人芸のようなものではなくひとつの 「方法」であることが、手応え

として筆者に実感されるようになってきている。

ところで、風景構成法にかぎらず描画法の修得のためには、まず近代科学的な方法論を用

いた考え方を崩 さなければならないというのが筆者の考えである。作品か らクライエ ントを

「知る」というとき、そこに実証的な解釈仮説を性急 に導入 してはならないと考えているの

である。それでは、本稿で強調されてきた 「知る」というのは、 どのようなことなのであろ

うか。

知るということ

写真家の土門拳は、撮影に際 しては対象を 「深く知 ること」が不可欠であるとして、松林

の風景撮影を例にして次のように説明している19)。松林の風景を撮影するとき、ただ漠然と

五本の松をフレームに掴んだだけでは、それは 「五本の松を単に春さきの松という概念で描

写」 したにすぎず、「松の風景としても非常に弱い概念的な松 しか写し出すことが出来ない」。

そうではな くて、「一本の松にはえている苔が、針のようにはえている松の葉が、春さきで

あることの季節を示 し、その盛んな有様などが描き出される」ように対象を凝視しなければ

ならない。すなわち 「松そのものを鋭く、的確に凝視出来なければ、春さきの松林といえ ど

も写真に写すことが出来ないのである。松を描いて、松林を描いて、漠然たる弱いものとな

らず して、春さきの松の枝が春の空気を吸って生長 していく有様を描 くのでなければ春さき

の松林を描いたことにはならないのである」。

対象に向かうときの土門拳のコミットメントが明瞭に語 られている。そこには、対象の概
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念を知ることではなく対象が生きる姿そのものを 「知ろう」 とする姿勢を窺 うことができる。

本稿で筆者が用いた 「知る」 ということはまさにこの意味である。そのためには、「概念的

に知 っているだけではダメだ。概念を飛び越えて深 く、深 く、知らなければダメだ。知 ると

いうことは、深 く知るということである。……知るということがただ単に概念的に知るとい

うことではないのである。われわれがモノを知るということではないのである。われわれが

モノを知 るということはなまやさしいことではない。……春 さきで松林に五本松がはえてい

る風景であっても、われわれが知るということに向かっては思い切って胸を開いて、『どす

ん』と立ち向かうものである。一直線に!で ある。迷いなしにである」。この土門拳の語 り

には、近代科学に代わる新たなパラダイムへの知恵が含み込まれているように思われる。

土門拳の語りは写真家 としてのものだが、 このことは風景構成法へのコミットメントにも、

ひいては心理臨床家の心理療法における姿勢にも充分に通 じるところがあると筆者には思わ

れる。すなわち、風景を撮 ることは風景の生命を撮ることであり、風景構成法にコミットす

ることはまさにクライエントという人間に触れることである。そこには、関わり手に共通す

る姿勢を窺 うことができる。土門拳の語 りはたんに風景写真を撮るという姿勢ではなく、生

きている風景の姿を写 し出す というものである。そして、そのためには 「主観」が不可欠な

のであって、「主観」「主観性」の世界体験をとおしてはじめて生きている風景が現出するの

である。そうして現出した風景は、風景そのものと言えるであろう。そして、この意味で現

出した風景 には普遍性があると考えることができる。 この ようにみると、「知 る」 という

「主観」がコミットする体験をとおして普遍に開かれる地平にわれわれは到ることができる

のではないだろうか。それは、 けっして名人芸などではな く、ひとつの 「方法」であると筆

者は考えている。

おわ りに

最初に述べた 「投映法フォーラム」の翌週、「日本描画テス ト・描画療法学会」において

風景構成法に関するワークショヅプを担当したが、筆者の語 りはフロアには届かなかった。

おそ らくそれが現状であろう。心理臨床の領域は、生身の人間同士が関わり合 うというその

特徴ゆえ、不可避のテーマを抱えていると言うことができる。それは、近代科学の力によっ

て人間にもたらされた操作性 という影である。現代の心理臨床はこの影をいかに超えていこ

うとするのであろうか。筆者な りの模索を今後も続けていきたい。
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